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 別紙１ 

総合市民会館清掃業務仕様書 

 本仕様書は甲府市総合市民会館における、清掃業務の内容について規定する。 
 

１ 目的 

   会館は、芸術文化及びスポーツ等の普及、振興等を図ることを目的に多様な施設機能を備

え、市民が広く交流する場所であるため、この業務の実施にあたっては、使用直後の山の都

アリーナ、芸術ホールに重点を置き、速やかに清掃を完了するように努めること。 

   また、イベントモール、ホワイエ、階段、便所等汚れやすい場所については、定期的に実

施するほか随時に清掃を行い、全体として常に統一ある業務結果が得られるように配慮する

こと。 

 

２ 業務時間及び人員 

（１）会館は原則として火曜日を休館日とする。ただし、火曜日が祝祭日である場合には翌日が

休館日となる。また、年末・年始については、１２月２９日より１月３日まで休館とする。 

（２）日常清掃業務の業務時間は、午前８時から午後６時までとし、業務の割振りを定めるもの

とする。なお、会館の使用状況に応じて変更できるものとする。 

（３）日常清掃業務について、本仕様書に定められた業務を遂行するため必要な人員を常駐させ

るものとする。 

（４）定期清掃業務の実施について、年間清掃予定に沿って実施すること。 

（５）建築物環境衛生管理技術者をおき、業務の円滑な運営を図るものとする。 

 

３ 業務内容 

（１）日常清掃業務（別表１） 

   会議室等については、午前、午後の貸出終了時に清掃に入り、清掃の外備品等の整理整頓

をする。夜間使用の部屋については、翌朝清掃を行うものとする。 

 ①床面   

床材質に応じて掃き・拭き清掃並びに吸い殻・塵芥等の収集及び指定場所への搬出 

 ②壁面   

間仕切壁・扉の汚れ落とし、平易な窓ガラスの清掃、金属磨き、手すり拭き、ブラインドの

清掃、低所の埃払い、感染症対策に伴う消毒 

 ③備品関係 

共用部分にある机・椅子の拭き掃除、灰皿・マット等の清掃、紙屑処理、感染症対策に伴う

消毒 

 ④衛生関係   

流し台清掃、衛生陶器類の洗浄・磨き、鏡拭き掃除、トイレットペーパー・水石鹸・便座ク

リーナーの補充、汚物処理、感染症対策に伴う消毒 

 ⑤雑作業等   

茶殻処理、排水口（溝）のゴミ除去・土砂の除去、緑地・駐車場及び屋上のゴミ・落葉・小

石等の除去、感染症対策に伴う消毒 

 

（２）定期清掃業務（別表２－１、２－２、２－３） 

 ①塩ビ床面樹脂ワックスの再塗装及び剥離再塗装 

②木質床面樹脂ワックスの再塗装 

 ③カーペット（イベントモ－ルの椅子等を含む）のクリ－ニング洗浄 

 ④各所足マットの交換 
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⑤高所窓ガラス（内外面）の清掃 

 

（３）除外項目 

 ①外壁の清掃 

 ②照明器具の清掃 

 ③空調設備の給排気口等の清掃 

 ④カーテンの洗濯 

 

４ 一般事項 

   指定管理者は、次の各号により、自ら若しくは、委託により当該業務を行う。 

（１）業務実施計画書・作業員名簿及び月間勤務者予定表を備えておくること。また、選任され

た建築物環境衛生管理技術者の資格証の写しを備えておくこと。 

（２）業務及び技術資格が期間中に有効期限を迎えるものについては、更新した資格証等の写し

を速やかに備えておくこと。 

（３）会館年間予定日程に沿って年間業務日程を作成・実施すること。 

（４）会館が常に清潔な状態を保つように責任ある清掃を行うものとし、要求があったときは、

何時にても立ち会い検査に応じること。 

（５）業務にあたっては、使用者及び関係者の妨げにならないよう注意すること。 

（６）業務に使用する材料はすべて品質良好のものとし、新製品は試験をした後に使用すること。 

（７）盗難、火災の予防に留意し、作業終了の際は窓、扉などの施錠及び火の元を確認し、不用

の灯火等を消すこと。 

（８）作業終了後は椅子、屑篭等備品を所定の位置に戻し、後片づけは遺漏のないようにするこ

と。 

（９）作業中に器物を破損したとき、又は発見したときは、必ず報告すること。 

（10）作業員は、一定の服装をし、被服は努めて清潔にすること。 

（11）作業員は、会社名と氏名の表示ある名札を必ず着用すること。 

（12）作業員は、言語動作に注意し、他のものに不快の念を与えないように注意すること。 

 

５ 経費の負担区分 

   業務に必要な材料、消耗品及び機械器具は、清掃業務実施者の負担とする。次に掲げるも

のは指定管理者の負担とする。 

（１）消耗品等 

   トイレットペーパー、手洗用水石鹸、汚物用ビニール袋・ポリ容器 

（２）光熱水費等 

   電気、水道、ガス、電話の使用料 

   なお、これらの業務以外の使用については控えること。 

 

６ その他 

   業務区域・内容・日程他について疑義が生じたときは、協議のうえ実施すること。 
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（別表１）        日常清掃業務基準表 

 

場所 階 床材 作業内容 

イベントモール １ 石・タイル系 紙屑・ごみ処理 

出入り口扉回り清掃 

間仕切り部ガラス磨き 

金属部の磨き 

冷水器清掃 

備品類の手入れ・整理 

床機械水洗浄 

窓口センター待合室 １ 石・タイル系 紙屑・ごみ処理 

出入り口扉回り清掃 

間仕切り部ガラス磨き 

金属部の磨き 

衛生陶器清掃 

鏡拭き 

床掃き拭き 

風除室 １ 石・タイル系 出入口扉回り清掃 

間仕切り部のガラス磨き 

金属部の磨き 

床掃き拭き 

ロビー（階段を含む） 

アリーナ搬入口・前室 

芸術ホール搬入口・前室 

通路（練習室前室を含む） 

更衣室 

シャワー室 

１ 塩ビ系 

塗床系 

石・タイル系 

紙屑・ごみ処理 

出入り口扉回り清掃 

間仕切り部ガラス磨き 

金属部の磨き 

衛生陶器清掃（流し台含む） 

鏡拭き 

床掃き拭き 

湯沸室 １ 

２ 

３ 

塩ビ系 紙・ごみ処理 

茶殻・厨芥処理 

出入口扉回り清掃 

金属部の磨き 

流し台の清掃 

床掃き拭き 

便所（各階の身障者用、控室

（小）付随、及び芸術ホール

調光室付随を含む） 

１ 

２ 

３ 

石・タイル系 

塩ビ系 

紙屑・ごみ処理 

汚物の処理 

衛生消耗品の補給 

出入口扉回り清掃 

金属部の磨き 

衛生陶器清掃 

鏡拭き 

床掃き拭き 

階段 １ 

２ 

３ 

４ 

塩ビ系 床掃き拭き 

手すり拭き 
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アリーナホワイエ 

ブリッジ 

廊下 

２

３ 

 

塩ビ系 紙屑・ごみ処理 

出入口扉回り清掃 

金属部の磨き 

冷水器清掃 

備品類の手入れ・整理 

床掃き拭き 

控室（１・２） 

控室（大・中・小） 

バック通路・演台袖 

アリーナスタンド 

１ 

２ 

塩ビ系 

塗床系 

紙屑・ごみ処理 

出入口扉回り清掃 

金属部の磨き 

床掃き拭き 

多目的室 

幼児室 

医務室・前室 

１ 塩ビ系 

カーペット系 

紙屑・ごみ処理 

出入口扉回り清掃 

金属部の磨き 

衛生陶器清掃（流し台含む） 

鏡拭き 

床掃き拭き 

管理事務室 

窓口センター 

１ 

 

塩ビ系 紙屑・ごみ処理 

出入口扉回り清掃 

仕切り部ガラス磨き 

金属部の磨き 

床掃き拭き 

展示室 

遊亀公民館事務室 

図書館 

研修室 

会議室（１・２） 

２ 

３ 

カーペット系 紙屑・ごみ処理 

茶殻・厨芥処理 

出入口扉回り清掃 

間仕切り部ガラス磨き 

金属部の磨き 

カーペット掃除 

講義室（１・２） 

料理実習室 

和室（踏込を含む） 

大会議室 

会議室（２・３・４） 

２ 

３ 

塩ビ系 

 

畳 

紙屑・ごみ処理 

出入口扉回り清掃 

金属部の磨き 

床掃き拭き 

アリーナ 

格技場 

練習室 

１ 木質系 出入口扉回り清掃 

金属部の磨き 

手すり拭き 

鏡拭き 

床掃き拭き 

芸術ホール ホワイエ 

（前室・通路） 

アリーナ ホワイエ 

（前室） 

１ カーペット系 出入口扉回り清掃 

備品類の手入れ・整理 

金属部の磨き 

カーペット清掃 

玄関先 

駐車場 

緑地 等 

―  拾い掃き 

吸い殻処理・灰皿清掃 

紙屑・落ち葉・ごみ処理 
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（別表２－１）          面積内訳表 

 

材質 仕様 階 室名 床面積（㎡） 

塩
化
ビ
ニ
ル
系 

Ａ１・２ 

１ 

多目的室 １５２ 

身障者用便所 ８ 

管理通路＋通路 ２３９ 

控室１・２・大・中・小 １１１ 

湯沸室 ２ 

東側ロビー ５０ 

２ 

講義室（１・２） １３３ 

料理実習室 ６３ 

廊下＋ブリッジ ４４８ 

湯沸室 ４ 

身障者便所 ３ 

３ 

大会議室 ２４０ 

会議室（３・４） １１２ 

湯沸室 ３ 

廊下 １１８ 

身障者便所（多目的） ５ 

その他 階段 １７４ 

Ａ３ 
１ 

監視室 ２２ 

窓口センター ３８ 

守衛室 １４ 

医務室＋前室 ２２ 

飲食スペース（食堂） ８９ 

Ａ３・４ 管理事務室 １１５ 

Ａ５・６ その他 階段 ２４２ 

Ａ６ ２ 
アリーナ ホワイエ（階段含む） ２１７ 

アリーナ ２階席 ６４１ 

カ
ー
ペ
ッ
ト
系 

Ｂ 

１ 

幼児室 １２ 

芸術ホール 客席 ４０７ 

芸術ホール ホワイエ ２４０ 

芸術ホール前室 ２７ 

アリーナ ホワイエ ２４０ 

アリーナ前室 １０６ 

エレベーター ４ 

イベントモール椅子 ５７ 

２ 

展示室 ２１１ 

図書室 １２８ 

研修室 ８０ 

３ 会議室（１・２） ８６ 

木
質
系 

Ｃ１ 

１ 

アリーナ １，５１１ 

Ｃ２ 
アリーナ舞台 １３５ 

格技場 ３９２ 
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（別表２－２）      定期清掃業務基準表 

 

記号 床材質 仕上げ使用 面積（㎡） 回数 備考 

Ａ１ 

塩ビ系 

樹脂ワックス１回塗 

１，８６５ 

４回／年  

Ａ２ 
剥離・樹脂ワックス

２回塗 
１回／年  

Ａ３ 樹脂ワックス１回塗 ３００ ４回／年 

注１ 
Ａ４ 

剥離・樹脂ワックス

２回塗 
１１５ １回／年 

Ａ５ 樹脂ワックス１回塗 １２１ ４回／年 注２ 

Ａ６ 
剥離・樹脂ワックス

２回塗 
１，１００ １回／年 注３ 

Ｂ 
カ ーペ ッ

ト系 

洗剤クリーニング １，５９８ 
４回／年 

 

Ｃ１ 

木質系 

滑り止めワックス１

回塗 
１，５１１ ４回／年  

Ｃ２ 
滑り止めワックス１

回塗 
５２７ ４回／年  

Ｄ 
ガ ラ ス

（高所） 

拭きとり清掃（洗剤

使用） 
１，３１９ １回／年 注４ 

 

注１：管理事務室のみ、「ワックス１回塗」と「剥離・ワックス２回塗」を年１回ずつ行う。 

注２：南・西階段のみ、３階まで「樹脂ワックス１回塗」を行う。 

注３：階段は最上階まで行う。アリーナは１年間に割り振って行う。 

注４：①北・南玄関内外面 

②北・西側内外面（アリーナ・各部屋含む） 

③イベントモール排煙窓内外面 

④東側ロビー風除室内外面 
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（別表２－３）       足マット交換一覧 

 

サイズ 設置場所 枚数 

１５００×９００ 【１階】 

アリーナホワイエ入り口（２か所） 

芸術ホールホワイエ入り口（２か所） 

東側ロビー入り口（１か所） 

５ 

 ７５０×９００ 【１階】 

イベントモール男女トイレ前（２か所） 

東側ロビートイレ前（２か所） 

南階段前（１か所） 

西階段前（１か所） 

事務所前（１か所） 

【２階】 

廊下男女トイレ前（２か所） 

【３階】 

廊下男女トイレ前（２か所） 

【各階】 

エレベーター前（３か所） 

１０ 

※全て、年／６回交換すること。 

 

 

 

【参考】清掃面積表 

材質 面積（㎡） 

塩ビ系 ３，２６５ 

カーペット系 １，５９８ 

木質系 ２，０３８ 

ガラス １，３１９ 

清掃面積 計 ８，２２０ 
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     別紙２ 

総合市民会館の巡視及び駐車場整備業務仕様書 

本仕様書は総合市民会館の巡視及び駐車場整理業務の内容について規定する。 

 

１ 目的 

当会館は、芸術文化及びスポーツ等の普及、振興等を図ることを目的に多様な施設機能を

備え、市民が広く交流する場所であるため、会館内外及び駐車場について巡視、監視、施錠

確認、車の整理等の安全環境を確保し、来館者に対するサービスに寄与することを目的とす

る。 

また、業務に対しては警備業法を遵守し、本仕様書に定める業務を行い、当会館の火災、

防犯、設備異常及び不良行為の防止に努めるものとする。 

 

２ 業務時間及び人員 

（１）勤務日は会館の開館日とし、原則として火曜日を休館日とする。ただし、火曜日が祝祭日

である場合には翌日が休館日となる。 

（２）業務時間は、基本的に午前８時から午後１０時までとする。ただし、会館の使用状況に応

じて変更できるものとする。 

（３）指定管理者は、本仕様書に定められた業務を遂行するため必要な人員を常駐させるものと

する。整理員の勤務の割振りは概ね次のとおりとする。 

①日常業務    

午前８時から午後６時まで    ２名程度 

②夜間業務    

午後６時から午後１０時まで   ２名程度 

③特別業務（２～３月の休館日にあたる市民税申告日等） 

午前８時から午後６時まで     １名程度 

（４）会館の使用状況により、特別な警備が必要と判断する場合には、勤務日・勤務時間の変更

及び人員を増員するものとする。 

 

３ 資格 

（１）警備業法に順ずる警備員指導教育責任者を配置し、整理員に適切な教育を受けさせなけれ

ばならない。また、機会あるごとに、来館者に対する対応等の整理員に教育指導をしなけ

ればならない。 

（２）本業務内容について相当な訓練を受け、臨機応変の措置ができうる者であること。 

 

４ 業務内容 

会館内外の巡視及び巡回点検を行う。 

（１）巡視及び巡回点検は午前、午後、夜間それぞれ２回以上行い、その内容は次のとおりとす

る。 

 ①来館者の案内、整理及び災害時の避難誘導 

 ②催事の大道具等の搬入・搬出の監視・指導 

 ③使用後の各会場、各室の窓、扉等の施錠及び異常の確認 

 ④会館への出入者、不法侵入者、潜伏者及び挙動不審者の監視及び対処 

 ⑤ガス洩れ、水漏れ等の発見及び処置 

 ⑥灰皿、喫煙箇所の不始末の点検及び処置 

  ⑦火気使用箇所の点検及び処置 

 ⑧物品等の監視 
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（２）玄関その他各出入り口扉の開閉・施錠 

（３）機械警備機器の異常の有無 

（４）駐車場の整理・指導・開閉・施錠 

（５）当会館の催事に伴う会館外周道路への違法駐車の確認・報告 

（６）業務日誌及び報告書の作成・提出（毎日） 

（７）その他必要と認める事項 

 

５ 一般事項 

   指定管理者は、次の各号により、自ら若しくは、委託により当該業務を行う。 

 （１）業務実施計画書・作業員名簿及び月間勤務者予定表を常備すること。また、業務上必要

な資格証明の写しを備えておくこと。 

 （２）業務及び技術資格が期間中に有効期限を迎えるものについては、更新した資格証等の写

しを速やかに備えておくこと。 

（３）整理員は、業務の遂行にあたり、利用者及び執務者の妨げにならないよう注意するこ

と。 

（４）整理員は、施行場所へ立ち入る際は会社名と氏名の表示ある名札を必ず着用し、責任者

へ入退場の報告を行う。 

（５）整理員は、一目で整理員とわかる服装をし、被服は努めて清潔にすること。 

（６）整理員は、業務中に施設及び設備器具等の異常を発見した時、及び不法侵入者、潜伏者

及び挙動不審者等を発見した時は、速やかに責任者に報告するとともに、その対処にあ

たること。 

（７）整理員は、言語動作に注意し、来館者に親切丁寧に接し、不快の念を与えないようにす

ること。 

 

６ 経費の負担区分 

 業務に必要な用具、被服及び消耗品等は業務実施者の負担とし、業務上必要な光熱水費等

は指定管理者の負担とする。ただし、これらの使用については業務以外の使用は控えること。 

 

７ その他 

   業務等に不明な点がある場合は、協議のうえ実施する        
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           別紙３ 

総合市民会館機械警備業務仕様書 

    本仕様書は甲府市総合市民会館における、機械警備業務の内容について規定する。                                 

 

１ 目的 

   警備業法を遵守し本仕様書に定める業務を行い、対象物件の火災、防犯、設備異常及び不

良行為の防止に努め、安全環境の確保を目的とする。 

 

２ 業務範囲 

   甲府市青沼三丁目５番４４号 甲府市総合市民会館の敷地、建物及び付帯物件             

 

３ 業務内容 

   総合ガ－ドシステムとして会館に設置されている各種センサー制御装置及び送信機等によ

り、専用通信回線を通じて受託者のガ－ドセンタ－において遠方監視を行うものとする。 

（１）遠方監視 

  ①防犯（盗難、その他不良行為） 

  ②火災（自火報、スプリンクラー、消火栓、防火扉、防排煙ダンパー、ガス漏れ警報及びこ

れら設備に付帯する水槽の満減水警報） 

（２）警備時間及び内容 

 ①通常開館日の火災監視 

  ②通常開館日の夜間（夜２２時から翌朝８時まで）の防犯、火災監視 

  ③休館日（終日）の防犯、火災監視 

（３）緊急出動 

    異常事態発生の場合には緊急出動し、必要な措置（応急措置及び関係機関への通報等）

を行うとともに責任者に連絡するものとする。 

（４）保守点検 

    警報装置等が常に正常、円滑に運用できるよう十分な保守点検を行うものとする。 

（５）修理 

    警報装置等に故障及び不具合を発見した場合は、速やかに責任者に報告、協議により取

替え、修理を行うものとする。 

（６）報告義務 

    遠方監視業務実施報告書を毎月作成すること。また、緊急出動の場合には、その都度報

告書を作成、確認を受けること。 

 

４ 一般事項 

   指定管理者は、次の各号により、自ら若しくは、委託により当該業務を行う。 

（１）機械警備業務にかかる業務実施計画書を備えておくこと。また、業務上必要な資格証明の

写しを備えておくこと。 

（２）業務及び技術資格が期間中に有効期限を迎えるものについては、更新した資格証等の写し

を速やかに備えておくこと。 

（３）機械警備業務実施者は、一目で警備員とわかる服装をし、被服は努めて清潔にすること。

また、敷地内へ立ち入る際は会社名と氏名の表示ある名札を必ず着用し、責任者へ入退

場の報告を行う。 

（４）会館は原則として火曜日を休館日とする。ただし、火曜日が祝祭日である場合には翌日が

休館日となる。また、年末・年始については、１２月２９日より１月３日まで休館とす

る。 
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（５）年末・年始の休館の例外として、会館内青沼総合行政窓口センターは、１２月２９日を通

常業務日とする。ただし、該当日が土曜日であるときには、休業日となるものとする。 

（６）機械警備業務実施者は、業務の遂行にあたり、利用者及び会館業務執務者の妨げにならな

いよう注意すること。 

（７）機械警備業務実施者は、業務中に施設及び設備器具等の異常を発見した時、及び不法侵入

者、潜伏者及び挙動不審者等を発見した時は、速やかに責任者に報告、その対処にあた

ること。 

 

５ 注意事項 

（１）警備機械・配線等の設置及び契約期間終了後の撤去は、機械警備業務実施者の責任・負担

において行うこと。 

（２）機器設備等の設置については、立地条件及び建物構造の諸条件を考慮して、機械警備業務

実施者の責任と負担をもって、的確及び安全に設置すること。 

（３）警備機器を入れ替える場合、警備機器入れ替え完了までの間は、機械警備業務実施者の責

任において機械警備に代わる人的警備（夜間巡回・常駐等）を実施すること。 

 

６ 費用の負担区分 

   上記に定める業務以外で発生する費用の負担区分は、甲府市総合市民会館指定管理者募集

要項の責任分担の区分によるほか、次の通りとする。 

（１） 設置者（又は指定管理者）の負担 

①設置者（又は指定管理者）の都合により行う工事、又は模様替えのため設備の移設、若し

くは修理を必要とする場合。 

②設置者（又は指定管理者）からの機能変更又は新たに警報設備等の追加の依頼があった場

合。 

  ③設置者（又は指定管理者）の故意のよる設備の破損があった場合。 

 

（２）機械警備実施者の負担 

  ①警備機器等保守点検に要する計測機器･消耗品等。 

  ②警備機器等の異常動作・経年劣化等による交換費用（機器費を含む）。 

  ③警備機器等の異常動作、もしくは巡回警備業務中における会館設備の損傷箇所の補修費。 

  ④機械警備業務実施者の都合により行う工事・機器更新にかかる費用。 

 

７ その他 

   業務等に不明な点がある場合は、協議のうえ実施すること。 
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          別紙４ 

庭園植栽管理業務仕様書 

本仕様書は甲府市総合市民会館における庭園の管理について規定する。 

  

1 業務内容 

会館敷地内の樹木（高木・低木の区別なく全ての植栽等）について、緑化状態を保ち、美観

を維持するための管理を行う。 

（１） 植栽の剪定 

（２） 植栽の消毒 

（３） 植栽への水やり 

（４） 植栽への施肥 

（５） 除草 

（６） その他美観維持に必要な作業 

 

２ その他 

（１）規格の大きい樹木に対しては、高所作業車等を用いること 

（２）年間を通じて複数回の除草を行うこと 

（３）敷地の境界付近の樹木については、隣家や電線に接することがないように、適に剪定を行

うこと 

（４）敷地内のプランターや花壇等についても、除草や水やり等の手入れを適切に行うこと 
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  別紙５ 

総合市民会館トイレエアユニット保守点検業務仕様書 

 本仕様書は甲府市総合市民会館における、トイレエアユニット保守点検掃業務の内容について

規定する。 

 

１ 目的 

   総合市民会館内のトイレにエアユニットを設置し、衛生的な環境を確保することを目的と

する。 

 

２ 業務内容 

   総合市民会館内トイレに機器を設置し、定期的に点検及び薬剤等消耗品の補充を行う。 

使 用 製 品 設 置 場 所 設置数 備 考 

サニタイザー ＭＫ７ 

（小便器給水管に設置） 

１階共用部トイレ(男) ３  

１階控室共同トイレ(男) ３  

１階更衣室前トイレ(男) ２  

２階共用部トイレ(男) ３  

３階   〃 ３  

  計．１４台 

エアフレッシュナー 

（トイレ室内壁に設置） 

１階共用部トイレ(女) １  

１階アリーナホワイエトイレ(女) １  

２階   〃 １  

１階芸術ホールホワイエトイレ(女) １  

     〃        (男) １  

１階控室(小)付随トイレ １  

  計． ６台 

エアーサニタイザー 

（トイレ室内壁に設置） 

１階共用部トイレ(男) 1  

  計． １台 

 

３ 一般事項 

  指定管理者は、次の各号により、自ら若しくは、委託により当該業務を行う。 

（１）年間業務実施計画書・作業員名簿（業務に必要な資格証明の写しを含む）を備えておくこ

と。 

（２）業務及び技術資格が期間中に有効期限を迎えるものについては、更新した資格証等の写

しを速やかに備えておくこと。 

（３）会館年間日程表に沿って年間業務日程を作成・実施すること。 

（４）業務場所へ立入る際には､会社名と氏名の表示のある名札を必ず着用し、責任者へ入退場

の報告を行う。 

（５）事前協議を行い、業務内容を報告書として記録しておくこと。 

（６）施設利用者等の安全管理に留意し、事故防止に努めること。 

 

４ 費用の負担区分 

   作業に要する機械器具、消耗品等については本業務実施者の負担とする。  

５ その他 

   業務等において不明な点は、協議のうえ実施するものとする。 
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   別紙６ 

総合市民会館自動扉装置保守点検業務仕様書 

  本仕様書は甲府市総合市民会館における、自動扉装置保守点検業務の内容について規定する。 

 

 １ 目的 

   本業務は、自動扉装置の安全かつ良好な状態を保持することを目的とし、計画的に技術

員等を派遣すると共に点検調整を行い、必要に応じ修理又は取替えを行うものとする。  

 

 ２ 対象機器 

（１）自動扉装置（長野ナブコ製） 

  ①ＥＳ－４３型（両開き）      ４ 台 

  ②ＥＳ－２４型（片開き）      １ 台 

  ③ＤＳＮ－１５０型（引分）     ４ 台 

 

（２）同上付属機器 

①ドア－エンジン          １ 式 

  ②コントロールシャーシー      １ 式 

  ③作動スイッチ           １ 式 

 

３ 一般事項 

  指定管理者は、次の各号により、自ら若しくは、委託により当該業務を行う。  

 （１）業務実施計画書・作業員名簿を備えておくこと。また、作業に必要な資格証明の写しを

備えておくこと。 

 （２）業務及び技術資格が期間中に有効期限を迎えるものについては、更新した資格証等の写

しを速やかに備えておくこと。 

（３）会館年間日程表に沿って年間業務日程を作成・実施すること。 

（４）作業員は一定の服装をし、被服は努めて清潔にすること。 

（５）作業員は､会社名と氏名の表示ある名札を必ず着用すること。 

（６）作業員は、作業中の安全に留意し、作業している周囲の安全を確保して点検を行うこと。

また、作業中は表示・看板等で表示をしておくこと。 

 

 ４ 業務内容 

 （１）保守点検 ・・・・・・２回／年 

    定期点検整備及び調整を行い、その都度報告書を作成・備える。点検において異常や不

具合を発見した場合は、直ちに適切な処置をとること。 

（２）修理、取替え 

    設置者との協議が必要なものを除き、責任者からの指示により修理、取替えを行うもの

とする。 

 （３）故障時対応 

    業務実施者は、責任者からの連絡を受け次第速やかに現場に出向し、原因追求及びしか

るべき処置を講ずるものとする。 

 

 ５ 費用の負担区分 

   本設備の保守点検に要する機械器具、消耗品、整備等の費用は本業務実施者の負担とす

る。 
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６ その他 

    装置の予防保全に努めること。業務について疑義のある場合は、協議のうえ決定する。 
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   別紙７ 

総合市民会館エレベーター保守点検業務仕様書 

 本仕様書は甲府市総合市民会館における、エレベーター保守点検業務の内容について規定する。                               

 

１ 目的 

   エレベ－タ－の運転機能を常に安全かつ良好に維持することを目的とし、計画的に技術員

等を派遣すると共に、適切な点検とプログラム整備及び常時遠隔監視を行い、必要に応じ修

理又は取替えを行うものとする。 

 

２ 対象設備機器 

日立ビルシステム製 交流中速乗用エレベ－タ－（ＬＶＦ－１７－ＣＯ６０）  １ 基 

 （仕 様） 

・方  式     ロープ式 

・定  員     17 名 

・積載重量     1,150 ｋｇ 

・昇降速度     60 ｍ/ｍｉｎ 

・停 止 階      3 （1～3 階） 

  ・そ の 他     地震時管制運転装置（初期微動感知式） 

火災時管制運転装置 

            非常用発電管制運転装置 

ＩＣオ－トアナウンス装置 

車イス対応 

機器遠隔監視装置付 

 

３ 業務内容 

（１）定期点検 

   定期的に巡回を行い、運転状態における性能を総合的に判断し、異常や不具合を発見した

場合は、直ちに責任者に報告するともに適切な処置をとること。 

（２）定期整備 

  ①プログラム整備 

装置の稼動状態に適応したプログラムによる整備を行うこと。 

  ②不具合対策 

   定期点検による不具合指摘事項の対策を行うこと。 

（３）定期清掃 

   意匠関係の清掃を現場点検時に実施すること。 

（４）遠隔監視業務 

   次にあげる項目について、２４時間、機器を遠隔監視し、異常や不具合発生時には迅速な

出動、対策を行うこと。 

①搭乗者閉じ込み   

②起動不能 

③安全装置動作 

  ④電源異常 

⑤主制御機器の状態 

⑥制御用マイコンの状態 

  ⑦走行異常 

⑧ドア異常 
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⑨その他 

 （５）故障時自動通話機能 

   搭乗者閉じ込み等の異常時には、エレベーターかご内と業務実施者との間で直接通話でき

る態勢を整えておくこと。 

 （６）特別整備 

①法定検査の実施 

建築基準法に基づく定期検査を実施し、報告書として記録する。 

②故障対策 

  ２４時間出動体制をとり、不慮の故障や事故に対し状況を確認し、即時対応すること。 

  ③修理、取り替え 

   装置、機器に対し必要と認められる場合、甲府市総合市民会館募集要項中の責任分担によ

り、指定管理者が行うものは、修理又は取替えを行うこと。 

 （７）点検整備項目                               

  点 検 整 備 項 目  

機
械
室
関
係 

  ①巻上機              ⑥ガバナマシン 

  ②電動機              ⑦その他 

  ③マグネットブレ－キ 

  ④そらせ車 

  ⑤受電盤、制御盤、信号盤 

出
入
口
関
係 

  ①各階インジケ－タ 

  ②各階ドア及びロック装置 

  ③各階押しボタン 

  ④その他 

乗
り
か
ご
関
係 

  ①かご廻り各機器及び非常止め装置     ⑥その他 

  ②ドア開閉機構 

  ③運転盤 

  ④外部連絡装置 

  ⑤停電灯 

昇
降
路
関
係 

  ①主レ－ル及びカウンタ－ウェ－トレ－ル  ⑧各テンションプ－リ 

  ②各階ドア装置              ⑨緩衝装置 

  ③ブラケット関係             ⑩その他 

  ④各リミットスイッチ及び着床装置 

  ⑤テ－ルコ－ド 

  ⑥主ロ－プ、ガバナロ－プ、コンペンセ－ティングロ－プ（チェ－ン） 

⑦カウンタ－ウェ－ト 
 

  清 掃 項 目  

意
匠
関
係 

  ①三方枠       ③ドア      ⑤床、タイル 

  ②かご内装      ④シル      ⑥その他 

 ※油性インク、ボ－ルペン等による汚れの除去及び傷の補修は除外事項とす

る。 

  

（８）修理又は取替えの条件 

  エレベ－タ－を通常使用する場合に当然生ずべき摩耗及び損傷は修理又は取替えの範囲と
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する。ただし指定管理者又は使用者の不注意もしくは不適当な使用その他業務実施者の責に

よらない事由によって生じた修理又は取替え、諸法規の改正又は官公署の指導もしくは推奨

による検査、装置、機器、部品の改修、新型への取替え、新規取付けは除く。                               

   また、この仕様に基づく作業によって発生する撤去品及び残材は、速やかに搬出すること。 

【除外項目】 

  ①意匠部分（三方枠、乗かご、ドア、運転盤カバー、その他）の塗装及びメッキ直し 

  ②意匠部分（三方枠、乗かご、ドア、ゴムタイル、シール、その他）の修理及び取替え 

  ③昇降路周辺壁及び建屋部分の改修 

  ④修理取替えの装置、機器の搬出入に必要な建築関係工事 

 （９）修理又は取替えの明細 

 項    目 内         容  

機
械
室
関
係 

 ①巻上機 

 

 

 ②電動機 

 ③受電盤，制御盤 

  及び信号盤 

 ④ガバナ・マシン 

 ウォ－ムギア歯当り調整、各ベアリング、シ－ブ、 

 マグネットブレ－キ用ライニング、 

 オイルシ－ル取替 

 巻線替え、ベアリング類取替 

 リレ－、計器類、コイル、抵抗類、半導体類、 

 コンデンサ－類取替 

 ブラシ、スプリング、各部ピン、ギヤ取替 

出
入
口
関
係 

  ハンガ－ロ－ラ、ハンガ－レ－ル、シュ－関係、 

 ドアクロ－ザ取替 

乗
り
か
ご
関
係 

  運転盤関係ソケット及び各スイッチ類、 

 ドアマシン関係及びドアマシン位置スイッチ、 

 ドアハンガ－ロ－ラ、 

 ハンガ－レ－ル及びシュ－関係、 

 ガイドシュ－又はガイドロ－ラ、プ－リ－、 

 カ－ライトの修理又は非常止め装置、 

 装置用スイッチ類、光電装置機構部品取替 

昇
降
路
関
係 

  テ－ルコ－ド取替え、主ロ－プ（チェ－ン）、 

 ガバナロ－プ、 

 プ－リ－（スプロケット）及び各スイッチ類、 

 緩衝器、ベアリング類取替 

そ
の
他 

  一般配線、配管、 

 インタ－ホン修理及び取替 

 監視装置の修理 

 

４ 一般事項 

  指定管理者は、次の各号により、自ら若しくは、委託により当該業務を行う。 

（１） 年間業務実施計画書・作業員名簿（業務に必要な資格証明の写しを含む）を備えてお

くこと。 

（２） 業務及び技術資格が期間中に有効期限を迎えるものについては、更新した資格証等の

写しを速やかに備えておくこと。 
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（３）会館年間日程表に沿って年間業務日程を作成・実施すること。 

（４）業務実施者は、業務場所へ立入る際には､会社名と氏名の表示のある名札を必ず着用し

責任者へ入退場の報告を行う。 

（５）業務を遂行するに当たり事前協議を行うこと。その点検結果を、報告書として記録する 

こと。 

（６）施設利用者等の安全管理に留意し、事故防止に努めること。 

 

５ 経費の負担区分 

   本設備の保守点検に要する機械器具・消耗品及び大規模な改修工事を伴わない設備機器定

期消耗品等は、業務実施者の負担とする。 

 

６ その他 

   機器の予防保全に努めること。業務等において不明な点は、協議のうえ実施するものとす

る。 
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    別紙８ 

総合市民会館電話設備保守点検業務仕様書 

 本仕様書は甲府市総合市民会館における、電話設備保守点検業務の内容について規定する。  

 

 １ 目 的 

   本業務は、会館電話設備の安全かつ良好な状態を保持することを目的とし、計画的に技術

員等を派遣すると共に点検調整を行い、必要に応じ修理又は取替えを行うものとする。  

 

２ 対象機器 

 （１）電話交換機       ＮＥＣ Ａｓｐｉｒｅ  Ｘ    １ 台 

 （２）表示付電話器      〃  （１２表示）     １７ 台 

 （３）一般電話器        〃             ４８ 台 

 

３ 業務内容 

（１）保守点検 ・・・・・  1  回／年 

・点検整備及び調整を行い、報告書を提出する。 

 ・電話交換設備の機器類が常時正確に動作し、かつ各機器の納入時において確認された定

格性能を保持できるよう点検・調整し、異常や不具合を発見した場合は、直ちに責任者

に報告するとともに適切な処置をとること。 

（２）修理、取替え 

    設置者との協議が必要なものを除き、責任者の指示により修理、取替を行うものとする。 

（３）故障時対応 

    責任者の連絡を受け次第速やかに現場に出向し、原因追求及び適切な対処を講ずるもの

とする。 

 

４ 一般事項 

  指定管理者は、次の各号により、自ら若しくは、委託により当該業務を行う。 

（１）年間業務実施計画書・作業員名簿（業務に必要な資格証明の写しを含む）を備えておく

こと。 

（２）業務及び技術資格が期間中に有効期限を迎えるものについては、更新した資格証等の写

しを速やかに備えておくこと。 

（３）会館年間日程表に沿って年間業務日程を作成・実施すること。 

（４）業務場所へ立入る際には､会社名と氏名の表示のある名札を必ず着用し、責任者へ入退

場の報告を行う。 

 （５）業務実施者は、業務を遂行するに当たり責任者と事前に協議し、実施すること。その結

果を、報告書として記録すること。 

（６）施設利用者等の安全管理に留意し、事故防止に努めること。 

 

５ 費用の負担区分 

   本設備の保守点検に要する機械器具、消耗品等は業務実施者の負担とする。 

 

６ その他 

   機器の予防保全に努めること。業務等において不明な点は、協議のうえ実施するものとす

る。 
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   別紙９ 

総合市民会館電気時計設備保守点検業務仕様書 

 本仕様書は甲府市総合市民会館における、電気時計設備保守点検業務の内容について規定する。 

 

 １ 目 的 

   受託者は電気時計設備の安全かつ良好な状態を保持することを目的とし、計画的に技術

員等を派遣すると共に点検調整を行い、必要に応じ修理又は取り替えを行うものとする。 

 

 ２ 対象機器 

 （１）親時計盤（ＰＣカード式パネル型）     １ 面（１階事務室） 

 （２）子時計壁掛型 250×350            １１ 個（館内各所） 

 （３）子時計壁掛型 310×310            ２３ 個（ 〃  ） 

 （４）子時計壁掛型 300×400             ２ 個（ 〃  ） 

 （５）子時計埋込型 310  マル            ６ 個（ 〃  ） 

 （６）壁埋込デジタル時計（休憩・禁煙表示付）   １ 面（アリーナ） 

 （７）壁掛型アナログ時計（休憩・禁煙表示付）  １ 面（芸術ホール） 

（８）同上制御盤                        ２ 面（アリーナ・芸術ホール） 

 

 ３ 業務内容 

 （１）保守点検（年２回） 

・定期点検整備及び調整を行い、その都度報告書を作成する。 

・電気時計設備の機器類が常時正確に動作し、かつ各機器の納入時において確認     

された定格性能を保持できるよう点検・調整し、異常や不具合を発見した場合は、直ち

に責任者に報告するとともに適切な処置をとること。 

 （２）修理、取替え                               

    責任者に報告の上、その指示により修理、取替えを行うものとする。 

 （３）故障時対応                                

    業務実施者は、責任者の連絡を受け次第速やかに現場に出向し、原因追求及びしかるべ

き処置を講ずるものとする。 

 

４ 一般事項 

  指定管理者は、次の各号により、自ら若しくは、委託により当該業務を行う。 

  （１）年間業務実施計画書・作業員名簿（業務に必要な資格証明の写しを含む）を備えておく

こと。 

（２）業務及び技術資格が委託期間中に有効期限を迎えるものについては、更新した資格証等

の写しを速やか備えること。 

（３）会館年間日程表に沿って年間業務日程を作成・実施すること。 

（４）業務場所へ立入る際には､会社名と氏名の表示のある名札を必ず着用し、責任者へ入退

場の報告を行う。 

 （５）業務を遂行するに当たり業務実施者と事前協議を行うこと。また、点検結果を報告書と

して記録すること。 

（６）施設利用者等の安全管理に留意し、事故防止に努めること。 

 

 ５ 費用の負担区分 

 本設備の保守点検に要する機械器具、消耗品等は業務実施者の負担とする。 
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  ６ その他 

    機器の予防保全に努めること。業務・日程について不明な点は、協議のうえ実施するも

のとする。 
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   別紙１０ 

総合市民会館設備管理・機器保守点検業務仕様書 

    本仕様書は甲府市総合市民会館における、設備管理業務の内容について規定する。                                 

 

１ 目的  

   この仕様書に基づき設備の機能を合理的かつ最高度に発揮させ、会館の安全と快適な衛生 

環境を常に確保するとともに、適切な管理を行い、設備の存続期間をいっそう増加させる

ものとする。 

 

２ 対象設備機器 

（１）監視制御設備 

中央監視制御装置 

（２）電気設備 

受変電設備、非常用発電設備、直流電源装置、電灯動力負荷設備、その他電気設備 

（３）防災設備 

消防用設備等 

（４）空気調和設備 

冷温水機、空気調和機、冷却塔、全熱交換機、ファンコイルユニット、パッケージ型 

空調機 

（５）換気設備 

送・排風機設備、排煙機設備、熱回収型天井換気扇等 

（６）給排水衛生設備 

揚水・排水・給湯ポンプ、受水槽、高置水槽、給湯用ボイラ、貯湯槽、トイレ他 

（７）その他設備 

舞台照明、舞台音響、舞台機構等 

 

３ 人員・資格及び勤務日･勤務時間 

（１）業務実施者は、次の有資格者をおき、業務の円滑な運営を図るものとする。 

  ①電気主任技術者(第三種) 

  ②建築物環境衛生管理技術者 

③電気工事士(第二種) 

④消防設備士(乙種) 

  ⑤危険物取扱主任者(乙種４類) 

  ⑥その他業務に必要な資格 

（２）会館は原則として火曜日を休館日とする。ただし、火曜日が祝祭日である場合には翌日が

休館日となる。また、年末・年始については、１２月２９日より１月３日まで休館とする。  

（３）勤務時間は、午前８時から午後１０時までとし、勤務等の基本的な割り振りは次の通りと

する。ただし、業務において必要な人数を確保し、作業を行うこと。 

  ①８：００～１８：００  １名程度 

  ②１３：００～２２：００ １名程度 

③特別出勤日（２～３月の休館日にあたる確定申告受付日等） 

８：００～１８：００  １名程度 

（４）休館日において、特別な施設の利用等により設備を使用する場合は、勤務の割り振りを行

うものとする。 

 

４ 業務内容 
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  業務は関係法令の定めるところに準拠し、次の事項を実施する。 

（１）各設備の運転操作、監視及び保全業務 

なお、中央監視制御装置の保守点検については、別途業務で実施する。 

 （２）特別業務 

   ①空気環境測定（１５ポイント・年６回） 

   ②残留塩素測定（週１回） 

   ③貯水槽清掃（受水槽・高架水槽・各年１回） 

   ④水質検査（必要項目検査・年２回） 

   ⑤害虫駆除（全館噴霧消毒及び・年２回） 

   ※詳細については、電気・空気調和設備並びに給排水衛生設備管理基準及び環境衛生管理

基準による。 

 （３）各設備の維持管理業務 

   ①日常巡視点検 

   ②定期点検整備 

   ③補修・修理 

 （４）各設備に関する非常措置 

    火災・停電・断水・その他災害が発生した場合は、速やかに責任者に報告、関係部署に

連絡し、適確な措置を行うものとする。 

 （５）各設備関係の測定及び記録 

  ①設備管理日誌（日常巡視点検記録・運転日誌・作業日誌等） 

   ②定期点検記録（受変電・発電機・直流電源・低圧配電盤・空調機・ポンプ類・消防設

備・冷却塔等） 

   ③空気環境測定記録 

   ④飲料水残留塩素測定（簡易専用水道検査を含む）記録 

   ⑤ねずみ、昆虫防除作業実施報告書 

   ⑥設備不良箇所報告書 

   ⑦改修・改良工事等の記録 

   ⑧業務連絡簿 

   ⑨設備機器・工具・計測機器等台帳 

   ⑩その他（電球・ベルト・フィルター等消耗品の在庫管理及び報告等） 

 （６）関係法令に基づく立入検査の立会い及び報告 

（７）冷温水機の保守点検業務（年４回） 

 （８）非常用発電設備保守点検業務（年１回） 

（９）除外事項 

    電気事業法、建築基準法及び消防法等の規定に基づく法定点検。ただし、その法定点検

及び関係法令に基づく立入検査の際には、立会い・助言を行うものとする。 

 

５ 一般事項 

指定管理者は、次の各号により、自ら若しくは、委託により当該業務を行う。 

（１）年間業務実施計画書・作業員名簿（業務に必要な資格証明の写しを含む）及び月間勤務者

予定表を備えておくこと。 

（２）業務及び技術資格が期間中に有効期限を迎えるものについては、更新した資格証等の写し

を速やかに備えておくこと。 

（３）会館年間日程表に沿って年間業務日程を作成・実施すること。 

（４）業務場所へ立入る際には､会社名と氏名の表示のある名札を必ず着用し、責任者へ入退場

の報告を行う。 

（５）業務を遂行するに当たり業務実施者と事前に協議すること。 
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（６）施設利用者等の安全管理に留意し、事故防止に努めること。 

（７）本業務に関連する機器を他業者が設備点検等を行う場合は必ず立会い、業務の指導・確認

及び助言等を行うこと。また、点検終了後の機器等の破損、数量、火気点検・確認を行う

こと。 

（８）備品・資材等については常に整理整頓に心がけ、数量、破損の有無などを一覧表に整理し、

管理を行うこと。また、設備維持管理上不足している資材等がある場合には、遅滞なく対

応すること。 

（９）日常点検・定期設備保守点検を行い、その結果を報告すること。 

 

６ 経費の負担区分 

（１）費用の負担区分 

   本設備の保守点検に要する機械器具、消耗品等は業務実施者の負担とする。 

ただし、次に掲げる費用を除く。 

①施設管理者の依頼による改修工事等の修理代金、部品代、オーバーホール代 

②設備の故障若しくは老朽化等による業務実施者の責任に帰さない機器交換、又は設備の補

修の要を生じた場合で指定管理者の認めたもの 

（２）経費の区分表 

   委託により実施する場合の経費は、概ね次の区分とする。 

       項 目 委 託 者 負 担 分 受 託 者 負 担 分 

光 熱 水 費 等 電気・ガス・水道・電話 － 

備 品 等 
 各機器の付属備品・図面・机・ 

 椅子・本棚等 
－ 

部 品 等  各機器の付属部品・消耗部品 － 

測 定 機 器  － 
 テスター・検電器・ 

 絶縁接地抵抗測定器等 

工 具 等  各機器付属工具 ドライバー・ペンチ・スパナ等 

事 務 用 品  各種記録用紙等  筆記用具等 

消 耗 品  オイル・冷媒等 
 ウエス・手袋・作業靴・ 

 安全器具等 

そ の 他  － 
 空気環境測定・給水管理・ 

 害虫駆除に関する諸費用 

注）光熱水費等の使用については、業務以外の使用を控えること 

 

７ 冷温水機の保守点検業務 

（１）対象機器 

   ガス吸収式冷温水機 

①ＲＢ－１（１基） 

  【詳細】 

   製 造 元   川重冷熱工業㈱ 

   形  式   ＧＬＢ－４００Ａ 
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   冷房能力   ３９５．５ ＵＳＲＴ 

   暖房能力   １０４２０００ Ｋｃａｌ／ｈ 

②ＲＢ－２（１基） 

   【詳細】 

製 造 元   川重冷熱工業㈱ 

    形  式   ＧＬＢ－２００Ａ 

    冷房能力   １９７．８ ＵＳＲＴ 

    暖房能力   ５２１０００ Ｋｃａｌ／ｈ 

 

 （２）業務内容 

   ①保守点検 

    点検整備を行い、報告書を提出する。なお、運転状態における性能を総合的に判断し、

異常や不具合を発見した場合は直ちに適切な処置をとること。 

②修理・取替 

    施設管理者に報告の上、その指示により修理、取替を行うものとする。 

③故障時対応 

    業務実施者は、責任者からの連絡を受け次第、速やかに現場に出向し、原因追求及びし

かるべき処置を講ずるものとする。 

   ④作業内容 

（ア）冷房、暖房シーズン前点検整備（各１回／年） 

   【内容】 

・切替運転準備作業（設備側の準備確認チェック等） 

・本体冷暖切替弁の切替 

・運転盤スイッチの切替 

・真空度のチェックと抽気（パラジウムセルのチェックを含む） 

・ポンプ、モーター類の絶縁確認 

・燃料配管系の洩れ確認 

・機器外観点検 

・フレームロッドの動作試験 

・失火試験、フレーム電流の確認 

・燃焼機器類の設定確認 

・安全装置の点検確認 

・燃焼状態の点検確認（排ガス分析、調整を含む） 

・冷媒再生(冷房時のみ) 

・運転データ記録と点検 

・自動制御系の点検確認 

・抽気系統点検整備 

（イ）冷房、暖房シーズン中点検（各１回／年） 

      【内容】 

・機器類の点検整備 

・真空度の確認 

・燃料配管系の洩れチェック 

・燃焼状態の点検確認（排ガス分析、調整を含む） 

・運転データ記録と点検 

・自動制御系の点検確認 

  （ウ）冷却水系のチューブ清掃（１回／年） 

     【内容】 
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     ・冷温水機を隔年に実施する。 

・ヘッダの開閉確認 

・伝熱管のブラッシング 

・パッキンの取替 

・ヘッダ内面の防水防錆塗装 

（エ）インヒビターのチェック及び補充（常時） 

     ・冷房シーズン中にインヒビターのチェックを行い必要に応じて補充する。 

 

８ 非常用発電設備保守点検業務 

（１）対象機器 

  ①発電機（１基） 

【詳細】 

製 造 元   ㈱明電舎 

形  式   Ｅ－ＡＦ 

駆動方式   過給器付ディーゼルエンジン（ヤンマー製） 

使用燃料   Ａ重油 

定格出力   ５００ＫＶＡ 

  ②自動始動盤（１基） 

③発電機盤（１基） 

  ④空気起動装置（１式） 

【詳細】 

空気圧縮機（３．７ｋｗ × １台） 

起動用空気貯留槽（１５０Ｌ × ２基） 

  ⑤燃料小出槽（４９０Ｌ）（１基） 

  ⑥冷却水槽（上水・１０００Ｌ）（１基） 

  ⑦冷却水ポンプ（１．５ｋｗ）（１台） 

  ⑧消音器（１式） 

（２）業務内容 

  ①保守点検 

・定期点検整備及び調整（１回／年） 

・非常用発電設備の機器類が常時正確に作動し､かつ各機器の納入時において確認された定

格性能を保持できるよう点検・調整し、異常や不具合を発見した場合は直ちに適切な処置

をとること。 

②修理・取替 

  ・責任者に報告の上、甲府市総合市民会館募集要項責任分担により、修理、取替を行うもの

とする。 

  ③故障時対応 

  ・業務実施者は施設管理者の連絡を受け次第速やかに現場に出向し、原因追求及びしかるべ

き処置を講ずるものとする。 

 

９ その他 

  設備の予防保全に努めること。業務等において不明な点は、協議のうえ実施するものとする。 
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     別紙１１ 

総合市民会館自家用電気工作物の保安管理業務仕様書 

          

１ 件名   

総合市民会館自家用電気工作物保安管理業務      

            

２ 対象電気工作物  

（１）受電設備容量（2,150 KVA） 

（２）受電電圧（6,600Ｖ） 

（３）非常用発電設備（500 KVA） 

（４）その他配電設備 

          

３ 業務内容  

（１）電気工作物の点検、測定及び試験は、原則として下記によって「点検、測定及び試験の基

準」のとおり行うものとする。 

①月次点検 

施設の点検、測定及び試験を年１２回行うものとする。 

②年次点検 

施設の点検、測定及び試験を年１回行うものとする。点検日は別途協議の上決定するが、

停電時間は４時間以内とする。 

③臨時点検 

必要に応じて施設の点検、測定及び試験を随時行うものとする。 

（２）電気使用合理化等に対するアドバイスを適宜実施すること。 

（３）業務の履行にあたっては、労働安全衛生法等関係法令に基づいて業務を行うものとし、対

象設備を把握のうえ、業務実施に必要な安全対策を自ら確立すること。 

（４）緊急時の対応 

①電気事故･故障が発生した場合、３６５日２４時間対応で応急処置をするものとし、当施

設へは、８時３０分～２２時００分の間にあっては、原則として３０分以内に、２２時０

０分～翌日８時３０分の間にあっては、原則１時間以内に到着し対応することができる体

制を確立すること。（留守番電話は不可）        

②応急処置については、８時３０分～２２時００分の間にあっては来館者の避難に支障の無

いように短時間での原因究明・復旧ができる体制を確立すること。また、施設が２４時間

開館の場合にも同上とすること。 

（５）災害時の対応  

 台風、集中豪雨等の地域的な災害時には、組織的に事故対応を行うこと。 

（６）主任技術者変更に伴う経済産業局への申請、届出 

①経済産業局への申請、届出        

業務期間に合わせて、実施者の責任において保安管理業務外部委託承認申請書ならびに

保安管理規定届出書を作成し、経済産業局に提出するものとする。なお、実施者が引き続

き前年度と同一の者である場合にはこの申請、届出は必要ないものとする。 

②上記①の申請が１ヶ月以内に承認得られなかった場合、または取消しになった場合は、一

方的に契約を解除できるものとする。 

③申請、届出に係る費用は、保安管理業務実施者の負担とする。  

（７）提出書類 

    指定管理者は、本仕様書に定める各項目を遵守させるため次に掲げる各書類を備える。 

①「自家用電気工作物の保安管理業務外部委託の承認について」の写し(外部委託により実
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施する場合） 

②当該施設における電気保安従事者名簿、主任技術者免状の種類･番号･取得年月、実務経験

年数一覧表 

③点検に必要な測定機器等の保有一覧表 

④緊急時の連絡方法、連絡先 

⑤主たる連絡場所から当該施設までの距離、到達時間、交通手段 

⑥災害体制時のマニュアル 

          

４ 点検報告          

月次点検、年次点検の報告書を作成し、提出すること。     

          

５ その他          

工作物の予防保全に努めること。作業日程及びその他不明な点については、監督者と協議の

上決定すること。         
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  別紙１２ 

総合市民会館中央監視設備保守点検業務仕様書 

本仕様書は甲府市総合市民会館における、中央監視設備保守点検業務の内容について規定す

る。 

 

１ 目的 

   中央監視設備の安全かつ良好な状態を保持することを目的とし、計画的に技術員等を派遣

すると共に点検調整を行い、必要に応じ修理又は取替えを行うものとする。 

 

２ 対象設備 

（１）自動制御機器 

  ① 熱源廻り制御      １ 式 

  ② 冷却塔廻り制御     １ 式 

 ③ ボイラー廻り制御    １ 式 

 ④ 空調機制御       １ 式 

 ⑤ 全熱交換機制御     １ 式 

 ⑥ ＦＣＵゾーン制御    １ 式 

 ⑦ コンベクター制御    １ 式 

 ⑧ 給排気ファン制御    １ 式 

 ⑨ 計測系統        １ 式 

（２）中央監視装置 

  ① システム本体      １ 式 

  ② 周辺機器        １ 式 

 

３ 業務内容 

（１）保守点検 

中央監視設備の機器類が常時正確に動作し、かつ各機器の納入時において確認された定格

性能を維持できるよう点検・調整を行い、報告する。また、点検時に異常や不具合を発見し

た場合は直ちに適切な処置をとる。 

 ①総合点検（１回／年） 

  ②外観機能点検（１回／年） 

  ③シーズン切換、巡回点検（２回／年） 

（２）修理、取替え 

   責任者に報告の上、甲府市総合市民会館指定管理者募集要項中の責任分担により、指定管

理者が行うものについては、修理、取替えを行うものとする。 

（３）故障時対応 

   業務実施者は、責任者の連絡を受け次第速やかに現場に出向し、原因追求及びしかるべき

処置を講ずるものとする。 

 

４ 一般事項 

  指定管理者は、次の各号に基づき、自ら若しくは、委託により当該業務を行う。 

（１）業務実施計画書・作業員名簿（業務に必要な資格証明の写しを含む）を備えておくこと。 

（２）業務及び技術資格が期間中に有効期限を迎えるものについては、更新した資格証等の写し

を速やかに備えておくこと。 

（３）会館年間日程表に沿って年間業務日程を作成・実施すること。 

（４）作業員は一定の服装をし、被服は努めて清潔にすること。 
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（５）作業員は､会社名と氏名の表示ある名札を必ず着用すること。 

（６）業務を遂行するに当たり、責任者は事前協議を行うこと。 

（７）施設利用者等の安全管理に留意し、事故防止に努めること。 

（８）本業務に関連する機器を他業者が設備点検等を行う場合は必ず立会い、業務の指導・確認

及び助言等を行うこと。また、点検終了後の機器等の破損、数量、火気点検・確認を行い、

報告すること。 

 

５ 費用の負担区分 

本設備の保守点検に要する機械器具、消耗品等は本業務実施者の負担とする。 

 

６ その他 

  設備の予防保全に努めること。業務等において不明な点は、協議のうえ実施するものとする。 
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     別紙１３－1 

総合市民会館消防用設備保守点検業務仕様書 

 本仕様書は甲府市総合市民会館における、消防用設備保守点検業務の内容について規定す

る。                               

 

１ 目的 

   本仕様書並びに消防法、同法施行令及び同法施行規則等に定める保守点検業務を行い、委

託者の防火管理者の行う維持業務を補佐する。 

 

２ 対象機器 

   別表「消防用設備一覧表」参照 

 

３ 業務内容 

（１）保守点検 

    行政指導における点検基準・点検要領に従い、別表に示す委託者の消防設備が最良の状

態に維持されているかどうか確認する。 

（２）点検報告書の提出 

    点検結果報告は、消防法に定められている報告書及び添付する点検表により行うものと

する。また、総合点検時においては、点検報告書を、指定管理者及び防火管理者の確認の

後に所轄消防署へ２部提出し、返却分を保管するとともに写しを設置者へ提出する。 

（３）修 理 

   責任者に報告のうえ、甲府市総合市民会館指定管理者募集要項中の責任分担により、指定

管理者が行うとするものについては、取り替え、修理を行うものとする。 

（４）非常時対応 

   次の各号の事由により消防設備が作動した場合、業務実施者は、責任者の連絡を受け次第

速やかに現場に出向し、原因追求並びにしかるべき処置を講ずるものとする。 

  ①いたずら、事故等により機器、配管等に故障が発生した場合。 

  ②その他異常原因及び原因不明により作動した場合。 

（５）防火対象物点検業務 

   消防法第８条の２の２に基づく点検項目(防火管理業務及び消防計画実施の確認、火気設備

の管理保守点検等)の実施を行う。また、報告書を作成し、所轄消防署に２部提出する。その

際に所轄消防署の立入検査が行われる場合には、同行して認定を受けるまでを行う。 

 

４ 点検時期 

  別表に示す消防設備について、総合点検を８月に、外観点検を２月に実施するものとする。 

 

５ 一般事項 

  指定管理者は、次の各号により、自ら若しくは、委託により当該業務を行う。 

（１）年間業務実施計画書・作業員名簿（業務に必要な資格証明の写しを含む）及び月間勤務者

予定表を備えておくこと。 

（２）業務及び技術資格が期間中に有効期限を迎えるものについては、更新した資格証等の写し

を速やかに備えておくこと。 

（３）業務実施者は、業務場所へ立入る際には､会社名と氏名の表示のある名札を必ず着用し、

施設管理者へ入退場の報告を行う。 

（４）業務を遂行するに当たり事前に協議すること。 

（５）施設利用者等の安全管理に留意し、事故防止に努めること。 
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６ 費用の負担区分                              

   本設備の定期点検に要する費用の区分は次の通りとする。 

（１）設置者又は指定管理者の負担とするもの 

  ①都合により行う工事又は模様替えのため設備の移設、若しくは修理を必要とする場合。 

  ②設備の破損若しくは老朽化等による業務実施者の責任に帰さない機器交換、又は設備の補

修の要を生じた場合。 

  ③設備維持のため予備品等の規定数量に対する補充品。 

  ④改修工事、修理代金、部品代。 

  ⑤ ①から④までの修繕工事、修理等について、費用負担の区分は、甲府市総合市民会館指

定管理者募集要項中の責任分担とする。 

（２）業務実施者の負担とするもの 

①本業務に実施に必要な機械器具・消耗品等 

②防火対象物点検に係る「防火基準点検済証」の交付手数料 

 

７ その他 

   設備の予防保全に努めること。業務等において不明な点は、協議のうえ実施するものとす

る。 
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（別 表）                            別紙１３－２  

                                         

                   

消防用設備一覧表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動火災報知設備 

  受信機  Ｐ型１級         １４５回線 

  副受信機              １４５回線 

  煙感知器              ４２２個 

  差動式スポット感知器         １０個 

  定温式スポット感知器         ３６個 

  発信機                ３５個 

  電 鈴                ４５個 

  表示灯                ３５個 

  電 源                 １式 

  消火栓連動装置             ２台 

 

防火設備 

  煙感知器               １２個 

  防火戸閉鎖器             １５台 

  防火シャッタ－連動器          ６台 

 

 

排煙設備 

  防煙垂れ壁               １組 

  防煙ダンパ－             ４８台 

  排煙用電動機等             ３台 

  ブザ－                 ５個 

  排煙口                １４個 

  非常照明設備   非常照明              ３３２台 

  配 線                 １式 

 

  誘導灯設備 

  誘導灯（大型）           １１４個 

  誘導灯（中型）            ５４個 

  配 線                 １式 

 

 

  ガス漏れ 

   火災警報設備 

  受信機                 １台 

  副受信機                １台 

  中継器                 ５台 

  検知器                ２１台 

  配線（常用電源）            １式 



35/49 

 

 

 

  

 
  避難器具 

 
  斜降式救助袋              １式 

 

                                         
 

  

 

 

  スプリンクラ－設備 

 

   （開 放 型） 

  加圧式送水装置（エンジンなし）     １式 

  自動起動装置              １式 

  ポンプ操作盤              １面 

  警報盤                 １面 

  スプリンクラ－ヘッド        ２０３個 

  流水検知器（ｱﾗ-ﾑ弁ｺﾞﾝｸﾞ 付）       １台 

  一斉開放弁               ５台 

  連動試験                １式 

 

  スプリンクラ－設備 

 

   （閉 鎖 型） 

  スプリンクラ－ヘッド      １，０５８個 

  流水検知器（ｱﾗ-ﾑ弁ｺﾞﾝｸﾞ 付）       ５台 

  補助散水栓              １５基 

  連動試験                １式 

 

 

 

消火栓設備 

  加圧式送水装置（エンジンなし）     １式 

  自動警報装置              １式 

  ポンプ操作盤              １面 

  警報盤                 １面 

  屋内消火栓               ２基 

  屋外消火栓                ５基 

  放水テスト               １式 

消火器 
  消火器 （１０型）          ６５本 

  消火器 （大型）            １本 

非常放送設備 

  増幅器 （４８０Ｗ）          １式 

  スピ－カ－回線 （２０回線）      １式 

  遠隔操作器               １台 

  スピ－カ－             １６８台 

  音量調整器              ３２個 

  常用・非常電源             １式 

  作動試験                １式 

  配 線                 １式 
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  蓄電池設備 

  高率放電形鉛蓄電池（ＨＳ－２００Ｅ形） 
                      １式 
  ２Ｖ ５４セル １０８Ｖ 
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    別紙１４  

冷温水機ばい煙測定業務仕様書 

 

１ 件  名   

冷温水発生機のばい煙測定 

 

２ 対象設備   

冷温水発生機 ２基（ＲＢ－１・２） 

 

３ 使用燃料   

都市ガス（１３Ａ） 

 

４ 根拠法令   

大気汚染防止法第１６条による 

 

５ 測定方法   

大気汚染防止法施行規則第１５条による 

 

６ 実施件数   

各基１検体 

※年間実施回数は２回とする。（大気汚染防止法施行規則第１５条第３項第ロ号） 
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      別紙１５  

冷却水水質検査業務仕様書 

 

１ 件  名   

冷温水発生機用冷却塔の水質検査（レジオネラ菌測定） 

 

２ 対象設備   

冷温水発生機冷却塔 ２基（CT－1・2） 

（１）CT-1：冷却水量 7000L/min、冷却水出入口温度 37.5～32℃ 

（２）CT-2：冷却水量 3500L/min、冷却水出入口温度 37.5～32℃ 

 

３ 根拠法令  

平成８年９月１３日付け衛企第 113 号厚生省生活衛生局通知 

「建築物における冷却塔等の衛生確保について」 

 

４ 実施件数  

各基１検体 
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  別紙１６ 

総合市民会館舞台操作・機器保守点検業務仕様書 

 本仕様書は甲府市総合市民会館における、舞台操作等業務の内容について規定する。 

 

１ 目 的 

   本業務は、甲府市総合市民会館芸術ホール及び山の都アリーナ（スポーツ施設として使用

する場合を除く）の舞台吊り物設備、照明設備、音響設備等の操作業務及び一部機器類の保

守点検、管理を目的とし、催事の円滑な運用と安全管理をはかるものとする。 

 

２ 業務内容 

（１）舞台使用時の安全管理 

（２）設備機器の操作・管理・保全等 

（３）舞台設備自主点検（月１回） 

（４）催事の打合せ 

（５）催事における技術面の助言・協力等 

（６）催事における関連業者への施設・設備利用の際の指導・助言 

（７）その他催事に付随する事項 

（８）定期設備保守点検（舞台音響設備・年２回） 

 

３ 勤務日・業務の時間及び人員 

（１）会館は原則として火曜日を休館日とする。ただし、火曜日が祝日である場合には翌日が

休館日となる。また、年末・年始については、１２月２９日より１月３日まで休館とする。  

（２）業務時間は、原則として８時３０分から２２時までとするが、特に必要と認められる場合

はこの限りではない。ただし、夜間の施設利用がない場合は、１７時３０分までとする。 

（３）本仕様書に定められた業務を遂行するために、開館日には１名の技師を常駐させるものと

し、舞台使用時にはその状況に応じ適切な人数で円滑な作業を行うものとする。また、定期

設備保守点検時においては、休館日出勤も含め、必要な人員を常駐若しくは配置するものと

する。 

（４）芸術ホールと山の都アリーナとで催事が重複した場合においては、双方に最低１名の技師

を常駐させ、それ以外に必要な人員を確保し、各催事の円滑な進行をはかるものとする。 

（５）各業務の遂行に当たって人員、内容等の割振りは、使用状況に応じて変更できるものと

する。 

 

４ 一般事項 

  指定管理者は、次の各号により、自ら若しくは、委託により当該業務を行う。 

（１）年間業務実施計画書・作業員名簿（業務に必要な資格証明の写しを含む）及び月間勤務者

予定表を備えておくこと。 

（２）業務及び技術資格が期間中に有効期限を迎えるものについては、更新した資格証等の写し

を速やかに備えておくこと。 

（３）会館年間日程表に沿って年間業務日程を作成・実施すること。 

（４）業務実施者は、業務場所へ立入る際には､会社名と氏名の表示のある名札を必ず着用し、

責任者へ入退場の報告を行う。 

（５）使用者の安全管理に留意し、事故防止に努めること。 

（６）使用者の持込み機器の安全確認及び道具類の搬入方法の指導を行うこと。 

（７）他業者が設備機器を使用する際には、設備機器類等の操作の指導及び監督を行うこと。ま

た、使用後の機器等の破損、数量、火気点検・確認を行い、施設管理者に報告すること。 
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 （８）電動で昇降する幕類、バトン類及びスクリーン、反響板等の操作は、部外者に委ねては

ならない。 

 （９）舞台等、禁煙場所における使用者の喫煙に対して注意を払い、火災予防に努めること。 

 （10）備品等については常に整理整頓に心がけ、数量、破損の有無などを一覧表に整理し、管

理を行うこと。 

 （11）保守点検は毎月１回以上定期的に行い、報告書を提出すること。 

 （12）定期設備保守点検には、その設備を担当する技師が立合うこと。 

 

５ 舞台設備自主点検 

 （１）対象機器 

①芸術ホール 

   ア  吊りバンド、電動バンド、鍛張、袖幕、一文字幕、暗転幕、引き割り幕、ホリゾン

ト幕、その他備品 

   イ  ボーダーライト、サスペンションライト、トーメンターライト、アッパーホリゾン

トライト、ロアーホリゾントライト、フットライト、フロントサイドスポット、可動

スポットライト、効果機器、ケーブル類、その他備品 

ウ  舞台マイクコンセント、客席マイクコンセント、舞台スピーカーコンセント、舞台

上手及び下手コネクター盤、モニタースピーカー、メインスピーカー、客席（後

部・天井）スピーカー、ケーブル類、その他備品 

②山の都アリーナ 

   ア  吊りバンド、電動バンド、鍛張、袖幕、一文字幕、暗転幕、引き割り幕、ホリゾン

ト幕、その他備品 

   イ  ボーダーライト、サスペンションライト、アッパーホリゾントライト、センタース

ポット、ステージスポット、可動スポットライトケーブル類、その他備品 

ウ   舞台マイクコンセント、客席マイクコンセント、舞台スピーカーコンセント、舞台

上手及び下手コネクター盤、メインスピーカー、フロントスピーカー、客席（サイ

ド・後部・天井）スピーカー、モニタースピーカー、ケーブル類、その他備品 

（２）業務内容 

  ①設備自主点検（１回／月） 

   対象機器ごとに点検整備及び調整を実施し、その都度報告書を提出する。 

  ②故障時対応 

   業務実施者は、責任者の連絡を受け次第速やかに現場に出向し、原因追求及び安全かつ業

務に支障の出ないよう処置を講ずること。 

  ③修理・取替 

   機器等について故障・異常が発見された場合は、責任者に報告のうえ、その指示のもと修

理、取替を行うものとする。 

 

６ 舞台音響設備保守点検業務 

 （１）対象設備 

  ①芸術ホール舞台音響設備 

   ア  音響調整卓設備        １ 式 

   イ  効果卓設備          １ 式 

   ウ  ソース卓設備         １ 式 

   エ  電力増幅器設備        １ 式 

   オ  スピーカー設備        １ 式 

   カ  三点吊マイク装置       １ 式 

   キ  エレベーターマイク装置    １ 式 
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  ②アリーナ舞台音響設備 

   ア  音響調整卓設備        １ 式 

   イ  効果卓設備          １ 式 

   ウ  入出力ジャック盤       １ 式 

   エ  ワイヤレスチューナー設備   １ 式 

   オ  ソース卓設備         １ 式 

   カ  カセットデッキ        １ 式 

   キ  電力増幅器設備        １ 式 

   ク  出力監視モニター設備     １ 式 

   ケ  スピーカー設備        １ 式 

 

（２）業務内容 

①保守点検（２回／年） 

   定期点検設備（各設備毎）は、対象設備ごとに総合点検１回、外観機能点検１回を実施し、

報告する。舞台音響設備の機器類が常時正確に動作し、かつ各機器の納入時において確認

された定格性能を保持できるよう点検・調整し、異常や不都合を発見した場合は直ちに適

切な処置をとる。 

②修理・取替 

甲府市総合市民会館指定管理者募集要項の責任分担により、修理、取替を行う。 

③故障時対応 

   業務実施者は、責任者の連絡を受け次第速やかに現場に出向し、原因追求及び安全かつ業

務に支障の出ないよう処置を講ずるものとする。 

 

７ 舞台照明設備保守点検業務 

（１）対象設備 

  ①芸術ホール舞台照明設備 

   ア  主幹盤            １ 面 

   イ  分岐盤            １ 面 

   ウ  サイリスター調光器盤     ２ 面 

   エ  照明操作卓          １ 面 

   オ  負荷モニターパネル      １ 面 

   カ  舞台袖操作盤         １ 面 

   キ  映写室操作パネル       １ 面 

   ク  舞台袖分電盤         ２ 面 

   ケ  サスペンションフライダクト  ４ 列 

   コ  ボーダーライト        ２ 列 

   サ  アッパーホリゾントライト   １ 列 

   シ  天井反射板          ２ 列 

   ス  ボーダーケーブル      ２５ 本 

   セ  クセノンピンスポット     ２ 台 

   ソ  絶縁試験           １ 式 

  ②アリーナ舞台照明設備 

   ア  主幹盤            １ 面 

   イ  分岐盤            １ 面 

   ウ  サイリスター調光器盤     ２ 面 

   エ  照明操作卓          １ 面 
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   オ  舞台袖操作盤         １ 面 

   カ  サスペンションフライダクト  １ 列 

   キ  ボーダーライト        １ 列 

   ク  アッパーホリゾントライト   １ 列 

   ケ  ライトバトンフライダクト   ５ 列 

   コ  ボーダーケーブル      ２１ 本 

   サ  クセノンピンスポット     ２ 台 

   シ  絶縁試験           １ 式 

（２）業務内容 

  ①保守点検（２回／年） 

   対象設備ごとに定期点検整備及び調整を年２回実施し（クセノンピンスポットは１回）、

報告する。舞台照明設備の機器類が正常に作動し､かつ各機器の納入時において確認され

た定格性能を保持できるよう点検・調整し、異常や不具合を発見した場合は直ちに適切な

処置をとる。 

  ②修理・取替 

   甲府市総合市民会館指定管理者募集要項の責任分担により、修理、取替を行う。 

  ③故障時対応 

   業務実施者は責任者の連絡を受け次第速やかに現場に出向し、原因追及び安全かつ業務に

支障の出ないよう処置を講ずること。 

 

８ 費用の負担区分 

本設備の保守点検に要する機械器具、消耗品等は業務実施者の負担とする。 

 

９ その他 

   設備の予防保全に努めること。業務等で疑義がある場合には、協議のうえ決定すること。 
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  別紙１７ 

総合市民会館舞台機構設備保守点検業務仕様書 

 本仕様書は甲府市総合市民会館における、舞台機構設備保守点検業務の内容について規定する。                               

 

１ 目的 

  舞台機構設備の安全かつ良好な状態を保持することを目的とし、計画的に技術員等を派遣す

ると共に点検調整を行い、必要に応じ修理又は取替えを行うものとする。 

 

２ 対象設備 

（１）芸術ホ－ル舞台機構設備及び付帯設備       １ 式 

（２）アリ－ナ舞台機構設備及び付帯設備        １ 式 

 

３ 一般事項 

   指定管理者は、次の各号により、自ら若しくは、委託により当該業務を行う。 

（１）業務実施計画書・作業員名簿（業務に必要な資格証明の写しを含む）を備えておくこと。 

（２）業務及び技術資格が期間中に有効期限を迎えるものについては、更新した資格証等の写し

を速やかに備えておくこと。 

（３）会館年間日程表に沿って年間業務日程を作成・実施すること。 

（４）作業員は一定の服装をし、被服は努めて清潔にすること。 

（５）作業員は､会社名と氏名の表示ある名札を必ず着用すること。 

（６）施設利用者等の安全管理に留意し、事故防止に努めること。 

（７）本業務に関連する機器を他業者が設備点検等を行う場合は必ず立会い、業務の指導・確認

及び助言等を行うこと。また、点検終了後の機器等の破損、数量、火気点検・確認を行う

こと。 

 

４ 業務内容 

（１）山の都アリーナ及び芸術ホール舞台機構設備保守点検（各２回／年） 

各昇降装置または開閉装置が正常に作動するよう点検・調整し、報告書する。また、点検時

に異常や不具合を発見した場合は直ちに適切な処置をとること。 

（２）修理、取替え 

  甲府市総合市民会館募集要項中の責任分担により、修理、取替えを行うものとする。 

（３）故障時対応 

  業務実施者は責任者の連絡を受け次第速やかに現場に出向し、原因追求及びしかるべき処置

を講ずるものとする。 

（４）作業の内容 

 項   目 内      容 

  作動・機能点検  各装置の作動状況、機能の不具合の有無 
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  整備・調整 

各吊物装置のレベル調整、リミット調整、水平バランス調整、 

引綱調整、巻上機の整備・清掃、Ｖベルト・チェ－ン等の張り

調整、ブレ－キ調整など必要箇所の調整、オイルの補充、グリ

スの塗布、必要箇所への注油 

  消耗・摩耗状況調査 

滑車類、ワイヤ－ロ－プ、引綱、Ｖベルト、ギア、チェ－ン等 

摩擦部分の摩耗の状況、油漏れの有無、電気機器の性能低下 

及び表示ランプの球切れの有無 

  その他安全確認 

ワイヤ－ロ－プの結束部分の処理、分銅棒の状態、綱止めの機

能、滑車類の状態、突上げ防止スイッチ等安全装置の作動など

安全の確認 

 

５ 費用の負担区分 

 本設備の保守点検に要する機械器具、消耗品等は業務実施者の負担とする。 

 

６ その他 

  設備の予防保全に努めること。業務等において不明な点は、協議のうえ実施するものとする。 
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    別紙１８ 

総合市民会館ピアノ保守点検業務仕様書 

   本仕様書は甲府市総合市民会館における、ピアノ保守点検業務の内容について規定する。                                  

 

１ 目的 

   本業務は、会館内で使用しているピアノの良好な状態を保持することを目的とし、点検調

整を行い、必要に応じ修理又は部品の取替えなどを行うものとする。 

 

２ 対象機器（ピアノ） 

（１）ヤマハ ＣＦ           ２ 台（芸術ホール・練習室） 

 （２）ヤマハ Ｃ５           １ 台（山の都アリーナ） 

 （３）カワイ ＵＳ－９５        １ 台（２階研修室） 

 （４）スタインウェイ Ｄ－２７４    １ 台（芸術ホール） 

 

３ 一般事項 

   指定管理者は、次の各号により、自ら若しくは、委託により当該業務を行う。 

 （１）業務実施計画書・作業員名簿（業務に必要な資格証明の写しを含む。）を備えておくこ

と。 

 （２）業務及び技術資格が期間中に有効期限を迎えるものについては、更新した資格証等の写

しを速やかに備えておくこと。 

（３）会館年間日程表に沿って年間業務日程を作成・実施すること。 

 （４）盗難、火災の予防に留意し、作業終了の際は窓、扉などの施錠及び火の元を確認し、不

用の灯火等を消すこと。 

 （５）作業終了後は椅子、屑篭等備品を所定の位置に戻し、後片付けは遺漏のないようにする

こと。 

（６）作業中に器物を破損したとき、又は発見したときは、必ず責任者に報告すること。 

（７）作業員は、一定の服装をし、被服は努めて清潔にすること。 

（８）作業員は、会社名と氏名の表示ある名札を必ず着用すること。 

 

４ 業務内容 

 （１）ピアノの点検調整業務（年１回） 

    点検整備及び調整を行い、報告書として記録する。 

 （２）機器保守・修理・取替え業務 

 責任者に報告の上、その指示により修理を行うものとする。ただし、費用は別途とする。 

 

５ 点検項目 

 （１）調律（ピッチ） 

   標準ピッチはＡ４９Ｋｅｙ、４４０Ｈｚであるが、当会館では４４２Ｈｚに合わせるもの

とする。 

（２）音質の状態 

   ①発音体であるミュ－ジックワイヤ－の状態を正す。 

   ②打弦機構の調整により打弦力のロスを少なくする。 

   ③ハンマ－に適度の弾力性を持たせ音量、音質の変化をつけバランスをとる。 

以上の３項目を順次繰り返し行い、そのピアノのもっとも良い音質にバランスをとる。 

（３）弦、チュ－ニングピンの状態 

弦に錆が発生していないか点検し、ピンについては調律時にピン板とピンとの止まり具合
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を調べ、特別止まりの悪い（ゆるい）箇所があるかどうか点検する。 

（４）アクションの状態 

演奏者が、キ－を打弦するまでの全ての工程（調整工程）の作業をし、演奏者の意志がそ

のまま鍵盤を通じて音となって表現できる最良の状態にする。 

（５）ダンパ－の状態 

発音した音がキ－を離したときに（ソステヌ－トペダルを使用したときは除く）フェルト

で弦を押さえて弦振動をすみやかに止めるよう点検する。 

（６）ペダルの状態 

各ペダルの役目を十分果たしているか働きの調整をする。また、雑音が発生していないか

点検する。 

（７）外 装 

ヘコミ、キズ、変色がないか点検をする。 

   

６ 費用の負担区分 

  本業務に要する機械器具・消耗品等については、業務実施者の負担とする。 

 

７ その他 

  業務内容・日程等について疑義が生じたときは、協議のうえ実施すること。 
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   別紙１９ 

総合市民会館移動観覧席保守点検業務仕様書 

  本仕様書は甲府市総合市民会館における、移動観覧席保守点検業務の内容について規定する。 

 

１ 目的 

   本業務は、山の都アリーナに設置されている移動観覧席の安全かつ良好な状態を保持する

ことを目的とし、技術員等を派遣すると共に点検調整を行い、必要に応じ修理又は取替え

を行うものとする。 

 

２ 対象機器 

山の都アリーナ移動観覧席 ＡＨ－８２０３（７９２席）及びその制御装置 

 

３ 業務内容 

（１）保守点検業務（年１回） 

   点検基準に基づき定期点検整備及び調整を行い、報告書として記録する。機器に異常や不

具合を発見した場合は、直ちに報告し、適切な処置をとること。 

（２）修理・取替え 

   修理・部品の取替え等が必要な場合は、設置者と協議のうえ、甲府市総合市民会館指定管

理者募集要項中の責任分担により、工事、修繕を実施するものとする。  

（３）故障時対応 

  業務実施者は、責任者の連絡を受け次第速やかに現場に出向し、原因追求及び適切な対処

を講ずるものとする。 

 

４ 一般事項 

  指定管理者は、次の各号により、自ら若しくは、委託により当該業務を行う。 

（１）指定管理者は、年間業務実施計画書・作業員名簿（業務に必要な資格証明の写しを含む）

を備えておくこと。 

（２）指定管理者は、提出されている業務及び技術資格が期間中に有効期限を迎えるものについ

ては、更新した資格証等の写しを速やかに備えておくこと。 

（３）会館年間日程表に沿って年間業務日程を作成・実施すること。 

（４）業務実施者は、業務場所へ立入る際には､会社名と氏名の表示のある名札を必ず着用し、

責任者へ入退場の報告を行う。 

（５）事前に協議し、その結果を報告すること。 

（６）施設利用者等の安全管理に留意し、事故防止に努めること。 

 

５ 費用の負担区分 

  業務に要する機械器具、消耗品、整備等の費用は業務実施者の負担とする。 

 

６ その他 

  機器の予防保全に努めること。業務区域・内容・日程他について疑義が生じたときは、協議

のうえ実施すること。 
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  別紙２０ 

総合市民会館飲食提供業務仕様書 

  本仕様書は甲府市総合市民会館における、飲食提供業務の内容について規定する。  

 

１ 目的 

   本業務は、総合市民会館１階の飲食コーナーにおいて、施設利用者の食事や休憩のため、

飲食の提供を行うと共に、館内に自動販売機を設置することでサービスの向上を図るもの

とする。 

 

２ 飲食スペースにおける運営条件 

（１）営業日及び営業時間 

  ①営業日は、総合市民会館の開館日を原則とする。 

  ②営業時間は、午前１０時から午後５時までを原則とする。ただし、事前に教育委員会と協

議の上、臨時に関業し若しくは休業し、又は利用時間を変更することができる。 

（２）資格・免許及び欠格事項 

  ①営業または従事に際し、資格または免許等を必要とするものについては、資格免許等を有

するものを従事させるものであること。 

  ②過去３年間に食品衛生法等関係法令による行政処分等の措置を受けたことがないこと。  

（３）安全・衛生 

  ①飲食提供業務を実施するにあたり、常に食品衛生法その他関連法令を遵守し、監督官庁の

指示に従わなければならない。 

 ②飲食提供業務により生ずる廃棄物については、指定管理者の責任において処分しなければ

ならない。 

 ③飲食コーナー及び厨房は、日常清掃業務等を行い、常に清潔に保たなければならない。  

（４）メニュー・価格 

   飲食提供施設の性格に基づき、利用者に考慮した低廉なメニュー・価格を設定するものと

する。また、複合施設であることを鑑み、子どもから高齢者まで、幅広い年齢層に対応でき

る内容とする。 

（５）経費等の負担 

業務に係る必要な経費は、業務実施者の負担とする。 

 

３ 自動販売機の設置条件 

（１）設置内容 

  自動販売機と使用済容器回収ボックスを設置すること。 

（２）販売品目・販売価格 

  ①販売品目は酒類を除き、乳幼児から高齢者までが利用する施設であることを考慮した飲食

物とする。 

  ②販売価格は、標準販売価格（メーカー希望小売価格）以下とすること。 

（３）使用済み容器の回収 

  使用済み容器は、随時回収すること。また、臭気等で不衛生な状態にならないように、細心

の注意を払い、臭気等の発生の際には、指定管理者の責任の下、誠実に対応すること。  

（４）問い合わせ・苦情の対応 

  自動販売機の利用者からの問い合わせ及び苦情については、指定管理者の責任において、対

応すること。 

（５）事故・故障の対応 

  自動販売機に、事故・故障の発生時の緊急連絡先を明記するとともに、指定管理者の責任に
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おいて処理すること。また、事故・故障の内容や原因については、教育委員会に速やかに報

告すること。 

 

４ その他 

  ①指定管理者が行う業務として、基本協定で締結する場合には、行政財産目的外使用許可は

要しない。 

②内容等について疑義が生じたときは、教育委員会と協議の上で実施すること。 

 

 


